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告 示 

 

三重県告示第 229 号 

 三岐薬剤師国民健康保険組合は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 32 条第 1 項第 1 号の理由によ

り、令和 8 年 3 月 31 日に解散したので、国民健康保険法施行令（昭和 33 年政令第 362 号）第 25 条の規定により

告示します。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 

三重県告示第 230 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり公金事務を委託しました。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  委託を受けた者の名称及び住所又は事務所の所在地 

   株式会社 三重空調 

三重県津市半田 588 番地 1 

2  委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  三重県社会福祉会館会議室に係る賃貸料の徴収事務 

3  指定をした日 

  令和 8 年 4 月 1 日 

4  委託をした日 

  令和 8 年 2 月 13 日 

5  委託期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

三重県告示第 231 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号。以下「法」といいます。）第 18 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり

地域登録検査機関の登録の更新をしたので、同条第 3項において準用する法第 17条第 6項の規定により公示する。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 18 年 3 月 28 日 第 51 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

有限会社ライスハウスいとう 代表取締役 伊藤 智哉 三重県桑名市大字星川 924 番地 

3  地域登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 

国内産農産物（玄米） 

4  登録の区分 

品位等検査 

5  地域登録検査機関が農産物検査を行う区域 

三重県 

6  農産物検査を行う農産物検査員 

氏名 農産物検査を行う農産物の種類 証明書番号 

伊藤 智哉 玄米 Ｋ242005577 

7  登録の更新日 

  令和 8 年 3 月 24 日 
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三重県告示第 232 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり公金事務を委託しました。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  委託を受けた者の名称、住所又は事務所の所在地及び指定をした日 

名 称 住所又は事務所の所在地 指定をした日 

三重県森林組合連合会 三重県津市桜橋一丁目 104 番地 令和 7 年 3 月 19 日 

鈴鹿森林組合 三重県亀山市加太板屋 4622 番地 1 令和 7 年 3 月 19 日 

中勢森林組合 三重県津市白山町南家城 915 番地の 1 令和 7 年 3 月 19 日 

松阪飯南森林組合 三重県松阪市飯南町粥見 5725 番地の 3 令和 7 年 3 月 19 日 

宮川森林組合 三重県多気郡大台町江馬 316 番地 令和 7 年 3 月 19 日 

いせしま森林組合 三重県度会郡度会町大野木 2756 番地の 1 令和 7 年 3 月 19 日 

大紀森林組合 三重県度会郡大紀町崎 239 番地の 2 令和 7 年 3 月 19 日 

伊賀森林組合 三重県伊賀市ゆめが丘 7 丁目 7 番地の 1 令和 7 年 3 月 19 日 

森林組合おわせ 三重県北牟婁郡紀北町便ノ山 200 番地 令和 7 年 3 月 19 日 

三重くまの森林組合 三重県熊野市久生屋町 1293 番地 2 令和 7 年 3 月 19 日 

三重県木材協同組合連合会 三重県津市桜橋一丁目 104 番地 令和 7 年 3 月 19 日 

美杉木材協同組合 三重県津市美杉町下多気 11-1 小林製材所内 令和 7 年 3 月 19 日 

松阪地区木材協同組合 三重県松阪市木の郷町 18 番地 令和 7 年 3 月 19 日 

ウッドピア松阪協同組合 三重県松阪市木の郷町 1 番地 令和 7 年 3 月 19 日 

三瀬谷地区木材協同組合 三重県多気郡大台町下三瀬 528 番地の 1 令和 7 年 3 月 19 日 

尾鷲木材協同組合 三重県尾鷲市古戸町 7 番 26 号 令和 7 年 3 月 19 日 

熊野木材協同組合 三重県熊野市井戸町 349 番地の 1 令和 7 年 3 月 19 日 

2   委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  林業・木材産業改善資金貸付事業に伴う償還金の収納、貸付金の支出 

3   委託をした日 

  令和 8 年 3 月 27 日 

4   委託期間 

  令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

三重県告示第 233 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 29 条の規定により、農林水産大臣から

次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨通知がありましたので、同法第 33 条の 3 において準用

する同法第 30 条の規定により告示します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

1  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

多気郡大台町（国有林。次の図に示す部分に限る。）、多気郡大台町（次の図に示す部分に限る。） 

2  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

3  変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で 

定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 
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次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び大台

町役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 234 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 29 条の規定により、農林水産大臣から

次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨通知がありましたので、同法第 33 条の 3 において準用

する同法第 30 条の規定により告示します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

1  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

度会郡度会町・度会郡大紀町（以上 2 町について次の図に示す部分に限る。） 

2  保安林として指定された目的 
かん

水源の涵養 

3  変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で 

定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び関係

町村役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 235 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 29 条の規定により、農林水産大臣から

次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨通知がありましたので、同法第 33 条の 3 において準用

する同法第 30 条の規定により告示します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

1  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

熊野市（次の図に示す部分に限る。） 

2  保安林として指定された目的 
かん

水源の涵養 

3  変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で 

定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び熊野

市役所に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 236 号 

次の者に係る森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 30 条の規定による保安林

の指定施業要件を変更する予定である旨に係る通知は、所在不分明のため通知することができないので、同法第

189 条の規定により、その通知の内容を亀山市役所の掲示場に掲示するとともにその要旨を告示します。 
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令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

第 1   

1 通知することができない者の氏名 

   山内 英吾 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

亀山市関町沓掛字東鞍骨 738 の 1、738 の 2、742 の 1 

(2)  保安林として指定された目的 

   土砂の流出の防備 

  (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

(ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度 

     次のとおりとする。 

第 2  

1 通知することができない者の氏名 

   清水 優 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

亀山市加太板屋字瀬戸ケ澤 4888、4891 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

 (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

 (ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 3  

1 通知することができない者の氏名 

   村田 教子 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

亀山市加太板屋字瀬戸ケ澤 4890 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

 (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

 (ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 
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（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び亀山市役所に備え置いて縦覧

に供します。） 

 

三重県告示第 237 号 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 14 条第 8 項の規定により、三重県資源管理方針（令和 2 年三重県告示第

836 号）を令和 8 年 3 月 24 日付けで変更したので、同条第 10 項において準用する同条第 6 項の規定により公表

します。  

  令和 8 年 4 月 3 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

次の表の変更前欄に掲げる規定を同表の変更後欄に掲げる規定に下線で示すように変更した。 

 変  更  後 変  更  前 

第 1～第 8 （略） 

（別紙 1－1）・（別紙 1－2） （略） 

（別紙 1－3） 

第 1・第 2 （略） 

第 3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配

分された漁獲可能量のうち、基本として直近 3 カ年

の漁獲実績に応じ、あるいはその他漁業実態を勘案

してそれぞれの知事管理区分に按分する。また、管

理年度の途中において、国の留保からの漁獲可能量

の再配分、大臣管理区分若しくは他の都道府県との

間の漁獲可能量の融通等が実施されることに伴って

本県の漁獲可能量が増加した場合、当該増加分の漁

獲可能量（以下「追加配分量」という。）については、

それぞれの知事管理区分における資源管理の取組状

況、まいわしの回遊状況等を踏まえ、三重海区漁業

調整委員会の意見を聴いて必要とする知事管理区分

に配分するものとする。ただし、いずれかの知事管

理区分において、当該管理期間中の漁獲量が当該知

事管理区分の漁獲可能量の 8 割を超えている場合

は、追加配分量については、県の漁獲可能量に対し

て配分があった時点で、ただちに当該管理区分に対

して、あらかじめ三重海区漁業調整委員会の意見を

聴いて定めた数量を配分することができることとす

る。 

第 1～第 8 （略） 

（別紙 1－1）・（別紙 1－2） （略） 

（別紙 1－3） 

第 1・第 2 （略） 

第 3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配

分された漁獲可能量のうち、基本として直近 3 カ年

の漁獲実績に応じ、その他漁業実態を勘案してそれ

ぞれの知事管理区分に按分する。また、農林水産大

臣から国の留保枠の配分があった場合は、当該管理

期間の当初に漁獲可能量を管理区分ごとに按分した

比率で、追加で配分された数量を按分することとす

る。このとき、三重県まいわし中型まき網漁業区分

及び三重県まいわし機船船びき網漁業区分への按分

のうち 100 未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

第 4 （略） 第 4 （略） 

第 5 その他資源管理に関する重要事項 

法第 31 条に定める場合に該当するか否かについ

ては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁

獲可能量の 8 割を超えるときを基準として、漁獲量

の推移に応じて判断する。 

 

（別紙 1－4） （略） （別紙 1－4） （略） 

（別紙 1－5） 

第 1～第 4 （略） 

第 5 その他資源管理に関する重要事項 

法第 31 条に定める場合に該当するか否かについ

ては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁

獲可能量の 7 割を超えるときを基準として、漁獲量

の推移に応じて判断する。 

（別紙 1－5） 

第 1～第 4 （略） 
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（別紙 1－6） 

第 1 （略） 

第 2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管

理の手法等 

1 三重県くろまぐろ（大型魚）定置漁業 

(1) （略） 

(2) 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲

量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限

は、次のとおりとする。 

陸揚げした日から 3 日以内（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1

項に規定する行政機関の休日（以下この別紙にお

いて「行政機関の休日」という。）は算入しない。） 

 

 

 

 

 

 

2 三重県くろまぐろ（大型魚）その他漁業 

(1) （略） 

(2) 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲

量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限

は、次のとおりとする。 

陸揚げした日から 3 日以内（行政機関の休日は

算入しない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 （略） 

第 4 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理

に関する事項 

法第 26 条第 2 項の規定に基づく特別管理特定水

産資源について 

くろまぐろ（大型魚）は法第 26 条第 2 項の農林水

産省令で定める特別管理特定水産資源である。 

第 5 その他資源管理に関する重要事項 

法第 31 条に定める場合に該当するか否かについ

ては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁

獲可能量の 7 割を超えるときを基準として、漁獲量

の推移に応じて判断する。 

（別紙 1－7） 

第 1・第 2 （略） 

（別紙 1－6） 

第 1 （略） 

第 2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管

理の手法等 

1 三重県くろまぐろ（大型魚）定置漁業 

(1) （略） 

(2) 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲

量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限

は、次のとおりとする。 

① 当該管理年度中（②に規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の 10

日まで 

② 知事が法第 31 条の規定に基づく公表をした

日から当該管理年度の末日まで 

（ただし、漁獲可能量の追加配分等により知

事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能

量を超えるおそれがなくなったと認めるとき

は、この限りではない。） 

陸揚げした日から 3 日以内 

2 三重県くろまぐろ（大型魚）その他漁業 

(1) （略） 

(2) 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲

量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限

は、次のとおりとする。 

① 当該管理年度中（②に規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の 10

日まで 

② 知事が法第 31 条の規定に基づく公表をした

日から当該管理年度の末日まで 

（ただし、漁獲可能量の追加配分等により知

事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能

量を超えるおそれがなくなったと認めるとき

は、この限りではない。） 

陸揚げした日から 3 日以内 

第 3 （略） 

第 4 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理

に関する事項 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙 1－7） 

第 1・第 2 （略） 
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第 3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配

分された漁獲可能量のうち、基本として直近 3 カ年

の漁獲実績に応じ、あるいはその他漁業実態を勘案

してそれぞれの知事管理区分に按分する。また、管

理年度の途中において、国の留保からの漁獲可能量

の再配分、大臣管理区分若しくは他の都道府県との

間の漁獲可能量の融通等が実施されることに伴って

本県の漁獲可能量が増加した場合、当該増加分の漁

獲可能量（以下「追加配分量」という。）については、

それぞれの知事管理区分における資源管理の取組状

況、まさば及びごまさばの回遊状況等を踏まえ、三

重海区漁業調整委員会の意見を聴いて必要とする知

事管理区分に配分するものとする。ただし、いずれ

かの知事管理区分において、当該管理期間中の漁獲

量が当該知事管理区分の漁獲可能量の 8 割を超えて

いる場合は、追加配分量については、県の漁獲可能

量に対して配分があった時点で、ただちに当該管理

区分に対して、あらかじめ三重海区漁業調整委員会

の意見を聴いて定めた数量を配分することができる

こととする。 

第 4 （略） 

第 5 その他資源管理に関する重要事項 

法第 31 条に定める場合に該当するか否かについ

ては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁

獲可能量の 8 割を超えるときを基準として、漁獲量

の推移に応じて判断する。 

（別紙 1－8）・（別紙 1－9） （略） 

（別紙 2－1） （略） 

（別紙 3－1）～（別紙 3－13） （略） 

（別紙 3－14） 削除 

（別紙 3－15）～（別紙 3－18） （略） 

第 3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配

分された漁獲可能量のうち、基本として直近 3 カ年

の漁獲実績に応じ、その他漁業実態を勘案してそれ

ぞれの知事管理区分に按分する。また、農林水産大

臣から国の留保枠の配分があった場合は、当該管理

期間の当初に漁獲可能量を管理区分ごとに按分した

比率で、追加で配分された数量を按分することとす

る。このとき、三重県まさば及びごまさば中型まき

網漁業区分への按分のうち 100 未満の端数は切り捨

てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 （略） 

 

 

 

 

 

（別紙 1－8）・（別紙 1－9） （略） 

（別紙 2－1） （略） 

（別紙 3－1）～（別紙 3－13） （略） 

 

（別紙 3－15）～（別紙 3－18） （略） 

 

三重県告示第 238 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 2 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により津市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオン津ショッピングセンター 

  津市桜橋三丁目 446 番地 

2  津市から聴取した意見 

(1) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

来店経路図に、令和 7 年に完了した大谷踏切拡幅工事に伴う交通の変化が反映されていない。地域から、

大谷踏切を利用する車が増加しており、栄町四交差点から建設予定地へ向かう市道（栄町第 25 号線）利用車

の増加に伴う混雑を危惧する声が上がっている。 

(2) その他の事項 

造成等の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となるため、都市計画部開発指導室と協議を行うこと。 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 
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4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 8 年 4 月 3 日から同年 5 月 7 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 239 号 

 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7年三重県規則第 84号）第 4条第 1項の規定により、

建設工事に係る競争入札参加者の資格及び当該資格審査の申請の方法等を次のとおり告示します。 

 なお、対象となる案件の開札時点において有効な三重県建設工事執行規則（昭和 39 年三重県規則第 16 号。以

下「規則」といいます。）第 4 条第 3 項に規定する三重県建設工事等入札参加資格者名簿に既に登載されている者

については、この告示の規定による審査の申請を行う必要はありません。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  調達する物品等又は特定役務の種類 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 7 年政令第 372 号）第 2 条第 4 号 

 に規定する建設工事に係る特定役務の調達契約（以下「特定調達契約」といいます。） 

2   競争入札参加者の資格 

入札参加資格審査申請者は、以下の要件を満たしている必要があります。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当しないこと。 

 (2) 全ての三重県税、消費税及び地方消費税について未納の徴収金がないこと。 

 (3) 経営が健全であり、契約の履行が確実であると認められること。 

 (4) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定による建設業許可を受けているとともに、同法第

27 条の 23 第 1 項の規定による経営事項審査（審査基準日が入札参加資格審査申請日の 1 年 7 月前の日以後

で最新のものに限ります。）を受けていること。 

 (5) 入札（見積）、契約等に関する権限を支店又は営業所等に委任する場合には、その支店又は営業所等におい

て必要な許可を有していること。 

3   申請の時期及び時間 

随時、申請を受け付けます。ただし、三重県の休日を定める条例（平成元年三重県条例第 2 号）第 1 条に規 

定する休日を除きます。 

 なお、受付時間は午前 9 時から午後 5 時までとします。 

4   提出書類 

規則第 4 条第 2 項に規定する申請書に次の書類を添付して提出しなければなりません。 

(1) 法人の場合 

  ア 登記事項証明書（申請日以前 3 月以内に発行したものに限ります。）（写し可） 

  イ 納税証明書及び納税確認書（申請日以前 3 月以内に発行したものに限ります。）（写し可） 

  ウ 建設業許可証明書（写し可） 

  エ 建設業許可申請時に提出した営業所一覧表（委任先がある場合） 

  オ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（申請時において有効期限内で最新のものに限り

ます。） 

  カ 印鑑証明書（申請日以前 3 月以内に発行したものに限ります。）（写し可） 

  キ 使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届 

  ク 業態調書（新規・変更） 

  ケ その他知事が必要と認めた書類 

 (2) 個人の場合 

  ア 身分証明書（申請日以前 3 月以内に発行したものに限ります。）（写し可） 

  イ 納税証明書及び納税確認書（申請日以前 3 月以内に発行したものに限ります。）（写し可） 

  ウ 建設業許可証明書（写し可） 

  エ 建設業許可申請時に提出した営業所一覧表（委任先がある場合） 

  オ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（申請時において有効期限内で最新のものに限り

ます。） 

  カ 印鑑（登録）証明書（申請日以前 3 月以内に発行したものに限ります。）（写し可） 
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  キ 使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届 

  ク 業態調書（新規・変更） 

  ケ その他知事が必要と認めた書類 

5   受付場所 

〒514-8570 

津市広明町 13 番地 

三重県県土整備部建設業課 

電話 059-224-2723 ファクシミリ 059-224-3290 

6   提出方法 

持参によります。 

7   申請書等の作成に用いる言語 

申請書は、日本語で作成してください。 

なお、その他の書類で外国語で記載されたものには、日本語の訳文を付記し、又は添付してください。 

8   特定調達契約に係る入札参加資格者名簿の有効期間、変更の届出及び資格の有効期間の更新手続 

(1)  特定調達契約に係る入札参加資格者名簿の有効期間 

入札参加資格認定の日から令和 9 年 3 月 31 日までとします。 

(2)  変更の届出 

規則第 5 条の規定によります。 

(3)  特定調達契約に係る入札参加資格者名簿の有効期間の更新手続 

更新手続はありません。 

9   申請者への資格審査結果の通知 

資格審査の結果は、文書にて通知（郵送）します。 

  

三重県告示第 240 号 

 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 34 条において準用する同法第 12 条第 5 項の規定に基づき、三重県が管理

する港湾施設の概要（平成 13 年三重県告示第 422 号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝   之   

尾鷲港(3)係留施設の表中 

「 

さん橋 古里さん橋 －3.0 76 1.9 C-4-1～C-4-2 

 を 
古里さん橋 －3.0 58 3.6 C-4-3～C-4-4 

第 2 さん橋 －4.5 114 10.0 C-4-5～C-4-6 

浮さん橋 第 3 岸壁浮さん橋 －3.0 10 7.5 C-5-1 

                                                」 

「  

さん橋 古里さん橋 －3.0 76 1.9 C-4-1～C-4-2 

 に 古里さん橋 －3.0 58 3.6 C-4-3～C-4-4 

第 2 さん橋 －4.5 114 10.0 C-4-5～C-4-6 

                                              」 

改める。 

  

三重県告示第 241 号 

 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 34 条において準用する同法第 12 条第 5 項の規定に基づき、三重県が管理

する港湾施設の概要（平成 13 年三重県告示第 422 号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝   之   

津松阪港（津港区）（3)係留施設の表中 

「 
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物揚場 江戸橋物揚場 －2.0 73 8.0 C-6-1  

 を 

新堀物揚場 －3.0 345 2.0～16.9 C-6-2～C-6-6 

新堀物揚場 1 号 －2.0 89 13.1 C-6-7 

五主物揚場 ±0.0 46 4.0 C-6-9 

五主物揚場 －1.0 69 2.2 C-6-10 

阿漕浦物揚場 －1.0 113 8.0 C-6-11 

                                                」 

「     

物揚場 江戸橋物揚場 －2.0 73 8.0 C-6-1 

 に 

新堀物揚場 －3.0 345 2.0～16.9 C-6-2～C-6-6 

新堀物揚場 1 号 －2.0 89 15.1 C-6-7 

五主物揚場 ±0.0 46 4.0 C-6-9 

五主物揚場 －1.0 69 2.2 C-6-10 

阿漕浦物揚場 －1.0 113 8.0 C-6-11 

                                                 」 

改める。 

 

三重県告示第 242 号 

 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7年三重県規則第 84号）第 4条第 1項の規定により、

物件等入札に係る競争入札参加者の資格を、次のとおり告示します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  調達をする物品等又は特定役務の種類 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 7 年政令第 372 号）第 2 条第 3 号

に規定する物品等又は同条第 4 号に規定する特定役務 

2  入札参加に必要な資格 

入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければなりません。 

(1) 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる者

でないこと。 

(3) 三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中である者でないこと。 

(4) 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者でないこと。 

(5) 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

(6) 実施する入札ごとに入札公告で定める資格を有する者であること。 

3  入札参加申請の方法 

入札ごとに入札公告において、参加に必要な書類及び提出先を示します。 

4  資格の有効期間 

参加を申請した入札のみ有効とします。 

5  資格の有効期間の更新手続 

  更新手続は、ありません。 

 

三重県告示第 243 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条の 2 の 3 第 1 項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指

定しました。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地及び指定をした日 

名 称 住所又は事務所の所在地 指定をした日 
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   ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号 令和 7 年 3 月 11 日 

イオンフィナンシャルサービス株式会社  東京都千代田区神田錦町一丁目 1 番地 令和 8 年 3 月 5 日 

2  指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等 

放置違反金 

3   委託期間 

  令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

三重県告示第 244 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり公金事務を委託しました。 

  令和 8 年 4 月 3 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  委託を受けた者の名称、住所又は事務所の所在地及び指定をした日 

名 称 住所又は事務所の所在地 指定をした日 

株式会社百五デジタルソリューションズ 三重県津市岩田 21 番 27 号 令和 7 年 3 月 11 日 

地銀ネットワークサービス株式会社  東京都中央区日本橋本石町四丁目 6 番 7 号 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南一丁目 8 番 27 号 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南 9 条西五丁目 421 番地 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町 8 番地 8 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦三丁目 1 番 21 号 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665 番地の 1 令和 7 年 3 月 11 日 

ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1 令和 7 年 3 月 11 日 

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目 10 番 1 号 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号 令和 7 年 3 月 11 日 

株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 令和 7 年 3 月 11 日 

ビリングシステム株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 令和 7 年 3 月 11 日 

楽天ペイメント株式会社 東京都港区港南二丁目 16 番 5 号 令和 8 年 3 月 5 日 

2   委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  放置違反金（放置違反金コンビニエンスストア等収納事務） 

3   委託をした日 

  令和 8 年 4 月 1 日 

4   委託期間 

  令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

 

選 管 告 示 

 

三重県選挙管理委員会告示第 22 号 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 192 条第 1 項の規定により、令和 6 年 10 月 27 日執行の衆議院小選挙

区選出議員選挙に係る各候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表します。 

令和 8 年 4 月 3 日 

三重県選挙管理委員会委員長  長  尾  英  介 
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